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�愛媛県告示第１４０２号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により、医療

機関を次のように指定した。

平成２３年１２月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１４０４号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により指定し

た医療機関を次のように廃止した旨の届出があった。

平成２３年１２月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１４０３号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により指定した医療機関が、名称を次のように変更した。

平成２３年１２月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１４０５号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護事業者）を次のように指定した。

平成２３年１２月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

発 行 愛 媛 県
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この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示

及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する

協定の適用を受けるものである。

告 示

医療機関の名称
開設者の氏名

又 は 名 称
所 在 地

指 定

年 月 日

ハッピー薬局内
子店

株式会社ハッピ
ーファーマシー

喜多郡内子町内子７７８番
地１

平成２３年
１１月１日

加 戸 病 院 医療法人弘友会 喜多郡内子町内子７７１番
地

平成２３年
１１月１１日

医 療 機 関 の 名 称 開 設 者 の 氏 名

又 は 名 称
所 在 地 変 更 年 月 日

旧 新

医療法人浦部医院 医療法人浦部医院内科・皮フ
科

医療法人浦部医院内科・皮フ
科

西条市小松町新屋敷甲１３３７番
地１ 平成２２年４月８日

白 雲 薬 局 メディカルブレ
ーン株式会社 宇和島市広小路１番３４号 平成２３年

９月３０日

医療機関の名称
開設者の氏名

又 は 名 称
所 在 地

廃 止

年 月 日

青 空 薬 局 メディカルブレ
ーン株式会社 宇和島市柿原甲１３５２番４ 平成２３年

９月３０日

毎週（火・金）曜日発行 第２３２６号 平成２３年１２月９日

平成２３年１２月９日金曜日 第２３２６号

愛 媛 県 報

１００５
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�愛媛県告示第１４０６号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（介護予防事業者）を次のように指定した。

平成２３年１２月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１４０７号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）から、居宅介護事業を次のよ

うに廃止した旨の届出があった。

平成２３年１２月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

上島町 越智郡上島町弓削下弓削２１０
番地 上島町老人短期入所施設 越智郡上島町生名１２６８番地１ 平成２３年６月１日

セイコー株式会社 福岡県福岡市博多区堅粕四丁
目１番１号 青空薬局 宇和島市柿原甲１３５２番４ 平成２３年１０月１日

セイコー株式会社 福岡県福岡市博多区堅粕四丁
目１番１号 白雲薬局 宇和島市広小路１番３４号 平成２３年１０月１日

有限会社ケアセンター宇和島 宇和島市丸之内二丁目１番７
号 デイサービスえん 宇和島市丸之内二丁目１番７

号 平成２３年１０月１１日

株式会社縁エンタープライズ 宇和島市祝森甲１１４３番地４０ ケアサポートあかり 宇和島市祝森甲３０１０番１ 平成２３年１１月１日

医療法人辻井循環器科内科 東温市田窪２０３０ グループホームはあと 東温市田窪２０５４番地１ 平成２３年８月１日

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

上島町 越智郡上島町弓削下弓削２１０
番地 上島町老人短期入所施設 越智郡上島町生名１２６８番地１ 平成２３年６月１日

セイコー株式会社 福岡県福岡市博多区堅粕四丁
目１番１号 青空薬局 宇和島市柿原甲１３５２番４ 平成２３年１０月１日

セイコー株式会社 福岡県福岡市博多区堅粕四丁
目１番１号 白雲薬局 宇和島市広小路１番３４号 平成２３年１０月１日

有限会社ケアセンター宇和島 宇和島市丸之内二丁目１番７
号 デイサービスえん 宇和島市丸之内二丁目１番７

号 平成２３年１０月１１日

株式会社縁エンタープライズ 宇和島市祝森甲１１４３番地４０ ケアサポートあかり 宇和島市祝森甲３０１０番１ 平成２３年１１月１日

医療法人辻井循環器科内科 東温市田窪２０３０ グループホームはあと 東温市田窪２０５４番地１ 平成２３年８月１日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

メディカルブレーン株式会社 福岡県北九州市八幡西区千代
ヶ崎二丁目１番６号 青空薬局 宇和島市柿原甲１３５２番４ 平成２３年９月３０日

メディカルブレーン株式会社 福岡県北九州市八幡西区千代
ヶ崎二丁目１番６号 白雲薬局 宇和島市広小路１番３４号 平成２３年９月３０日

愛 媛 県 報平成２３年１２月９日 第２３２６号

１００６
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�愛媛県告示第１４０９号
次の県営土地改良事業の工事が完了したので、土地改良法（昭和

２４年法律第１９５号）第１１３条の２第３項の規定により公告する。

平成２３年１２月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１４１０号
次の保安林を解除予定保安林にする旨の通知を受けたから、森林

法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

平成２３年１２月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 解除予定保安林の所在場所

喜多郡内子町大瀬南５５４２の３

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 解除の理由

指定理由の消滅

�������
�愛媛県告示第１４１１号
次の保安林を解除予定保安林にする旨の通知を受けたから、森林

法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

平成２３年１２月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 解除予定保安林の所在場所

上浮穴郡久万高原町西谷字菅行４８０１の７

２ 保安林として指定された目的

水源のかん養

３ 解除の理由

道路用地とするため

�������
�愛媛県告示第１４１２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

今治市蒼社川土地改良区から次のとおり役員が退任した旨の届出が

あった。

平成２３年１２月９日

愛媛県東予地方局長 沖 哲 志

退 任

�������
�愛媛県告示第１４１３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の規定に

より、久万高原町から協議のあった町営土地改良事業（農業用道路

整備事業・東明神本組地区）の施行に平成２３年１１月２５日同意した。

平成２３年１２月９日

愛媛県中予地方局長 岡 本 靖

�������
�愛媛県告示第１４１４号
久万高原町から協議のあった町営土地改良事業（農業用用排水施

設整備事業・帯石地区）の計画の変更は、適当と認められるので、

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の３第５項及び第４８条

第９項において準用する同法第８条第６項の規定により、次のとお

り関係書類を縦覧に供する。

平成２３年１２月９日

愛媛県中予地方局長 岡 本 靖

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 町営土地改良事業（農業用用排水施設整備事業・帯石地区）

変更計画書の写し

� 久万高原町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例の

写し

� 久万高原町分担金及び負担金賦課徴収条例の写し

２ 縦覧期間

平成２３年１２月１２日から平成２４年１月１６日まで

３ 縦覧場所

久万高原町役場

�������
�愛媛県告示第１４１５号
久万高原町から協議のあった町営土地改良事業（農地保全事業・

�愛媛県告示第１４０８号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（介護予防事業者）から、介護予防事業を次のよ

うに廃止した旨の届出があった。

平成２３年１２月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

メディカルブレーン株式会社 福岡県北九州市八幡西区千代
ヶ崎二丁目１番６号 青空薬局 宇和島市柿原甲１３５２番４ 平成２３年９月３０日

メディカルブレーン株式会社 福岡県北九州市八幡西区千代
ヶ崎二丁目１番６号 白雲薬局 宇和島市広小路１番３４号 平成２３年９月３０日

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

農業用道路整備事業 脇地区 平成２３年３月１５日

農業用用排水施設整備及びほ
場整備事業 脇地区 平成２３年３月１５日

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 森 昭 � 今治市横田町１丁目２番３０号

愛 媛 県 報平成２３年１２月９日 第２３２６号

１００７



帯石地区）の計画の変更は、適当と認められるので、土地改良法

（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の３第５項及び第４８条第９項にお

いて準用する同法第８条第６項の規定により、次のとおり関係書類

を縦覧に供する。

平成２３年１２月９日

愛媛県中予地方局長 岡 本 靖

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 町営土地改良事業（農地保全事業・帯石地区）変更計画書の

写し

� 久万高原町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例の

写し

� 久万高原町分担金及び負担金賦課徴収条例の写し

２ 縦覧期間

平成２３年１２月１２日から平成２４年１月１６日まで

３ 縦覧場所

久万高原町役場

�������
�愛媛県告示第１４１６号
久万高原町から協議のあった町営土地改良事業（農地保全事業・

河之内地区）の計画の変更は、適当と認められるので、土地改良法

（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の３第５項及び第４８条第９項にお

いて準用する同法第８条第６項の規定により、次のとおり関係書類

を縦覧に供する。

平成２３年１２月９日

愛媛県中予地方局長 岡 本 靖

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 町営土地改良事業（農地保全事業・河之内地区）変更計画書

の写し

� 久万高原町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例の

写し

� 久万高原町分担金及び負担金賦課徴収条例の写し

２ 縦覧期間

平成２３年１２月１２日から平成２４年１月１６日まで

３ 縦覧場所

久万高原町役場

�������
�愛媛県告示第１４１７号
久万高原町から協議のあった町営土地改良事業（農地保全事業・

房代野地区）の計画の変更は、適当と認められるので、土地改良法

（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の３第５項及び第４８条第９項にお

いて準用する同法第８条第６項の規定により、次のとおり関係書類

を縦覧に供する。

平成２３年１２月９日

愛媛県中予地方局長 岡 本 靖

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 町営土地改良事業（農地保全事業・房代野地区）変更計画書

の写し

� 久万高原町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例の

写し

� 久万高原町分担金及び負担金賦課徴収条例の写し

２ 縦覧期間

平成２３年１２月１２日から平成２４年１月１６日まで

３ 縦覧場所

久万高原町役場

�������
�愛媛県告示第１４１８号
久万高原町から協議のあった町営土地改良事業（県単独補助土地

改良事業（かんがい排水）・直瀬地区）の施行は、適当と認められ

るので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第５項に

おいて準用する同法第８条第６項の規定により、次のとおり関係書

類を縦覧に供する。

平成２３年１２月９日

愛媛県中予地方局長 岡 本 靖

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 町営土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・

直瀬地区）計画書の写し

� 久万高原町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例の

写し

� 久万高原町分担金及び負担金賦課徴収条例の写し

２ 縦覧期間

平成２３年１２月１２日から平成２４年１月１６日まで

３ 縦覧場所

久万高原町役場

�������
�愛媛県告示第１４１９号
久万高原町から協議のあった町営土地改良事業（県単独補助土地

改良事業（かんがい排水）・露峰西ノ川地区）の施行は、適当と認

められるので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第

５項において準用する同法第８条第６項の規定により、次のとおり

関係書類を縦覧に供する。

平成２３年１２月９日

愛媛県中予地方局長 岡 本 靖

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 町営土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・

露峰西ノ川地区）計画書の写し

� 久万高原町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例の

写し

� 久万高原町分担金及び負担金賦課徴収条例の写し

２ 縦覧期間

平成２３年１２月１２日から平成２４年１月１６日まで

３ 縦覧場所

久万高原町役場

�������
�愛媛県告示第１４２０号
久万高原町から協議のあった町営土地改良事業（県単独補助土地

改良事業（かんがい排水）・下畑野川地区）の施行は、適当と認め

られるので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第５

項において準用する同法第８条第６項の規定により、次のとおり関

係書類を縦覧に供する。

平成２３年１２月９日

愛媛県中予地方局長 岡 本 靖

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 町営土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・

下畑野川地区）計画書の写し
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訓 令

� 久万高原町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例の

写し

� 久万高原町分担金及び負担金賦課徴収条例の写し

２ 縦覧期間

平成２３年１２月１２日から平成２４年１月１６日まで

３ 縦覧場所

久万高原町役場

�愛媛県告示第１４２１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２３年１２月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県訓令第２０号
庁 中 一 般

各 地 方 機 関

愛媛県庁事務決裁規程等の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成２３年１２月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県庁事務決裁規程等の一部を改正する訓令

（愛媛県庁事務決裁規程の一部改正）

第１条 愛媛県庁事務決裁規程（昭和５１年愛媛県訓令第４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第５（第４条関係）

知事の権限に属する保健福祉部関係事務に係る特定決裁事項

別表第５（第４条関係）

知事の権限に属する保健福祉部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類

事 項 決裁区分 組

織

名

事務の

種 類

事 項 決裁区分

知

事

専決者 知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

課

長

医

療

対

策

課

１ 医

療法

の施

行に

関す

る事

務

１ 地域医療支援病院の名称の

承認（第４条第１項、第２

項）

○ 医

療

対

策

課

１ 医

療法

の施

行に

関す

る事

務

１ 地域医療支援病院の名称の

承認（第４条第１項

）

○

２～６ 省略 ２～６ 省略

７ 公的医療機関等の病床数削

減措置命令（第７条の２第３

項、第６項）

○ ７ 公的医療機関等の病床数削

減措置命令（第７条の２第３

項 ）

○

８～１１ 省略 ８～１１ 省略

１２ 地域医療支援病院の業務に

関する報告書の受理及び公表

（第１２条の２）

○

１３ 病院のエックス線装置以外

の装置の届出の受理（第１５条

第３項）

○

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 興居島循環線
松山市泊町９５３番３地先から

同町９４９番１地先まで

旧 ３．８～１１．３ ０．０５８

新 １６．６～２２．６ ０．０５８
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１４ 省略 １２ 省略

１５ 省略 １３ 省略

１６ 省略 １４ 省略

１７ 地域医療支援病院の承認の

取消し（第２９条第３項、第５

項）

○

１８ 省略 １５ 省略

１９ 医療計画の策定及び変更

（第３０条の４第１項、第１３

項、第３０条の６）

○ １６ 医療計画の策定及び変更

（第３０条の４第１項、第１２

項、第３０条の６）

○

２０ 医療計画の策定に必要な他

県との連絡調整（第３０条の４

第１０項）

○ １７ 医療計画の策定に必要な他

県との連絡調整（第３０条の４

第９項）

○

２１ 医療計画の策定及び変更に

係る意見の聴取（第３０条の４

第１１項、第１２項）

○ １８ 医療計画の策定及び変更に

係る意見の聴取（第３０条の４

第１０項、第１１項）

○

２２ 医療機能等に関する情報の

提供の要求（第３０条の５）

○

２３ 省略 １９ 省略

２４ 医療対策協議会の設置等

（第３０条の１２第１項）

○ ２０ 医療対策協議会の設置

（第３０条の１２第１項）

○

２５ 省略 ２１ 省略

２６ 省略 ２２ 省略

２７ 医療法人の設立の認可（第

４４条第１項、第４５条第２項）

○

２８ 省略 ２３ 省略

２４ 医療法人の設立の認可（第

４５条）

○

２９ 省略 ２５ 省略

３０ 省略 ２６ 省略

３１ 省略 ２７ 省略

３２ 省略 ２８ 省略

３３ 省略 ２９ 省略

３４ 医療法人の定款又は寄附行

為の変更の認可及び届出の受

理（第５０条第１項、第３項）

○ ３０ 医療法人の定款又は寄附行

為の変更の認可及び届出の受

理（第５０条 ）

○

３５ 省略 ３１ 省略

３６ 省略 ３２ 省略

３７ 医療法人の解散の認可及び

届出の受理（第５５条第６項か

ら第８項まで）

○ ３３ 医療法人の解散の認可及び

届出の受理（第５５条

）

○

３８ 省略 ３４ 省略

３９ 省略 ３５ 省略

４０ 医療法人の解散等について

の裁判所への意見の陳述（第

５６条の１２第４項）

○

４１ 医療法人の合併の認可（第 ○ ３６ 医療法人の合併の認可（第 ○
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５５条第７項、第５７条第４項、

第５項）

５７条

）

４２ 省略 ３７ 省略

４３ 省略 ３８ 省略

４４ 省略 ３９ 省略

４５ 省略 ４０ 省略

４６ 省略 ４１ 省略

４７ 医療法人の登記の届出の受

理（医療法施行 令 第５条 の

１２）

○

４８ 医療法人の役員の変更の届

出の受理（医療法施行令第５

条の１３）

○

２～１７

省略

２～１７

省略

別表第６（第４条関係）

知事の権限に属する経済労働部関係事務に係る特定決裁事項

別表第６（第４条関係）

知事の権限に属する経済労働部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類

事 項 決裁区分 組

織

名

事務の

種 類

事 項 決裁区分

知

事

専決者 知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

課

長

経

営

支

援

課

１～９

省略

経

営

支

援

課

１～９

省略

１０ 中

小企

業支

援法

の施

行に

関す

る事

務

１ 中小企業支援計画の策定に

係る経済産業大臣への意見の

具申（第３条第３項）

○ １０ 中

小企

業支

援法

の施

行に

関す

る事

務

２ 省略 １ 省略

３ 指定法人に関すること。

� 指定（第７条第１項） ○

� 改善命令、指定の取消し

等（第８条第２項）

○

１１・１２

省略

１１・１２

省略

１３ 中

小企

業団

体の

組織

に関

する

法律

の施

行に

関す

る事

務

１ 商工組合及び商工組合連合

会に関すること。

１３ 中

小企

業団

体の

組織

に関

する

法律

の施

行に

関す

る事

務

１ 商工組合及び商工組合連合

会に関すること。

� 特別地区の承認（第９条

ただし書、第１０１条の３、

中小企業団体の組織に関す

る法律施行令（以下この部

に お い て「政 令」と い

う。）第１１条第２項）

○ � 特別地区の承認（第９条

ただし書、第１０１条の３、

政令

第１１条第２項）

○

� 組合員以外の者の事業の

利用の認可（第１７条の２第

１項、第３３条、第１０１条 の

３、政令第１１条第２項）

○

� 組合員以外の者の事業の

利用の認可の取消し（第１７

○
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条の２第２項、第３３条、第

１０１条の３、政令第１１条第

２項）

� 省略 � 省略

� 設立の認可に関する証明

（第４２条第４項、第１０１条

の３、政令第１１条第２項）

○

� 役員の変更の届出の受理

（第４７条第２項、第１０１条

の３、中小企業等協同組合

法（以下この部において

「協同組合法」という。）

第３５条の２、政令

第１１条第２

項）

○ � 役員の変更の届出の受理

（第４７条 、第１０１条

の３、中小企業等協同組合

法（以下この部において

「協同組合法」という。）

第３５条の２、中小企業団体

の組織に関する法律施行令

（以下この部において「政

令」という。）第１１条第２

項）

○

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 余裕金の運用方法の認可

（第４７条 第２項、第１０１条

の３、協同組合法第５７条の

５、政令第１１条第２項）

○

	 解散の届出の受理（第４７

条 第３項、第１０１条 の３、

協同組合法第６２条第２項、

政令第１１条第２項）

○


 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

 解散命令（第６９条

、第１０１条

の３、協同組合法第１０６条

第３項、政令第１１条第２

項）

○ � 解散命令（第６９条第１項

から第３項まで、第１０１条

の３

、政令第１１条第２

項）

○

� 省略 	 省略

� 決算関係書類の受理（第

７１条、第１０１条 の３、協 同

組 合 法 第１０５条 の２第１

項、政令第１１条第２項）

○

� 省略 
 省略

� 省略 � 省略

� 報告の徴収（第９２条、第

１０１条の３、政令第１１条第

３項）

○

� 省略 � 省略

� 商工組合への組織変更の

認可（第９６条第５項、第９７

条第２項、第１０１条の３、

○  組織変更の

認可（第９６条第５項

、第１０１条の３、

○
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政令第１１条第２項） 政令第１１条第２項）

� 命令等に係る経済産業大

臣への協議（第１０１条の２

第３項、第１０１条 の３、政

令第１１条第２項）

○

� 事業協同組合への組織変

更の届出の受理（第９６条第

８項、第１０１条 の３、政 令

第１１条第２項）

○

� 主務大臣への報告（政令

第１１条第４項）

○

� 決算関係書類の提出の延

期の承認（中小企業団体の

組織に関する法律施行規則

第９０条第２項）

○

１４～２３

省略

１４～２３

省略

別表第７（第４条関係）

知事の権限に属する農林水産部関係事務に係る特定決裁事項

別表第７（第４条関係）

知事の権限に属する農林水産部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類

事 項 決裁区分 組

織

名

事務の

種 類

事 項 決裁区分

知

事

専決者 知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

課

長

林

業

政

策

課

１ 森

林法

の施

行に

関す

る事

務

１ 森林計画等に関すること。 林

業

政

策

課

１ 森

林法

の施

行に

関す

る事

務

１ 森林計画 に関すること。

� 全国森林計画の樹立及び

変更に係る意見の具申（第

４条第８項）

○

� 地域森林計画の樹立及び

変更並びに公表等（第５条

第１項、第４項、第６条第

６項、第３９条の４第１項）

○ � 地域森林計画の樹立及び

変更並びに公表 （第５条

第１項、第４項、第６条第

６項 ）

○

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

	 省略 � 省略


 森林計画区の決定に係る

意 見 の 具 申（第７条 第１

項）

○

� 省略 	 省略

� 森林整備協定の締結につ

いてのあつせん（第１０条の

１４第１項）

○

 省略 
 省略

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 省略  省略

� 省略 � 省略

２ 土地の使用に関すること。 ２ 使用権設定に関する認可

（第５０条第１項から第３項ま

○
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で）

� 使用権設定に関する認可

（第５０条第１項、第５項）

○

� 使用権設定に関する意見

の聴取（第５０条第２項、第

３項）

○

� 使用権設定等に関する裁

定（第５１条、第５２条第１

項、第５３条第２項、第３

項、第５５条第２項、第４

項、第５９条第２項）

○

� 協議が調つた場合の届出

の受理（第５７条）

○

� 土地の形質の変更等の承

認（第５８条第５項）

○

３・４ 省略 ３・４ 省略

５ 林業普及指導に関すること

（第１８７条）。

５ 林業普及指導に関すること

（第１８７条）。

� 林業普及指導実施方針の

作成（林業普及指導推進要

綱（平成１７年３月３０日付け

農林水産事務次官通知。以

下この項において「要綱」

という。）第４の１、第４

の３、第４の４）

○ � 林業普及指導実施方針の

作成（林業普及指導推進要

綱（昭和５８年４月４日付け

農林水産事務次官通達。以

下この項において「要綱」

という。）第４の１、第４

の３、第４の４）

○

�・� 省略 �・� 省略

� 林業普及指導事業の実施

（林業普及指導事業実施要

領（昭和５８年４月４日付け

農林水産事務次官通知）第

３）

○ � 林業普及指導事業の実施

（林業普及指導事業実施要

領（昭和５８年４月４日付け

農林水産事務次官通達）第

３）

○

６ 報告の徴収（第１８８条第１

項）

○

７ 立入調査等（第１８８条第２

項、第３項）

○

８ 森林所有者等に関する情報

提供の要求（第１９１条の２第

２項）

○

２～１５

省略

２～１５

省略

組

織

名

事務の

種 類

事 項 決裁区分 組

織

名

事務の

種 類

事 項 決裁区分

知

事

専決者 知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

課

長

漁

港

課

１・２

省略

漁

港

課

１・２

省略

３ 海

岸法

１ 海岸保全区域の管理に関す

ること。

３ 海

岸法

１ 海岸保全区域の管理に関す

ること。
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の施

行に

関す

る事

務（

漁港

区域

に係

るも

のに

限る

。）

� 海岸保全区域の指定及び

廃止並びに農林水産大臣へ

の報告（第３条第１項、第

２項、第４項）

○ の施

行に

関す

る事

務

� 海岸保全区域の指定及び

廃止並びに農林水産大臣へ

の報告（第３条

）

○

� 海岸保全区域の指定につ

い て の 協 議（第４条 第１

項）

○ � 海岸保全区域の指定につ

い て の 協 議（第４条

）

○

� 市町長を海岸管理者とす

る場合の処理（第５条第２

項、第６項 か ら 第８項 ま

で）

○ � 市町長を海岸管理者とす

る場合の処理（第５条

）

○

� 海岸保全区域の占用の許

可（漁港区域内の現に占有

を許可しているものの継続

に係るものを除く。）及び

協議（第７条第１項、第１０

条第２項）

○ � 海岸保全区域の占用の許

可（漁港区域内の現に占有

を許可しているものの継続

に係るものを除く。）（第

７条

）

○

� 海岸保全区域における行

為の許可及び協議（第８条

第１項、第１０条第２項）

○ � 海岸保全区域における行

為の許可（第８条

）

○

� 行為を禁止する区域の指

定等（第８条の２第１項、

第２項）

○

� 海岸保全区域における違

反行為者等に対する監督処

分（第１２条第１項から第７

項まで）

○ � 海岸保全区域における違

反行為者等に対する監督処

分（第１２条

）

○

� 省略 � 省略

	 省略 � 省略


 土地等の立入り及び一時

使用（第１８条第１項、第５

項）

○ 	 土地等の立入り及び一時

使用（第１８条

）

○

� 海岸管理者以外の海岸保

全施設の管理者に対する報

告等の徴収又は立入検査

（第２０条第１項）

○ 
 海岸管理者以外の海岸保

全施設の管理者に対する報

告等の徴収又は立入検査

（第２０条 ）

○

� 海岸管理者以外の管理者

に対する改良等の措置命令

（第２１条第１項、第２項）

○ � 海岸管理者以外の管理者

に対する改良等の措置命令

（第２１条 ）

○

 載荷重の上限等の指定

（海岸法施行令第２条第８

号、第１０号 か ら 第１２号 ま

で）

○

� 海岸保全区域における制

限行為の指定等（海岸法施

行令第３条、第３条の２第

１項第２号、第２項）

○

２ 海岸保全区域に要する費用

に関すること。

２ 海岸保全区域に要する費用

に関すること。

� 海岸保全施設の新設又は ○ � 海岸保全施設の新設又は ○
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改良に関する工事の施行の

協議（第２７条第２項）

改良に関する工事の施行の

承認申請（第２７条 ）

� 市町の分担金に係る意見

聴取（第２８条第２項）

○

� 兼用工作物の管理の費用

の負担に係る協議（第３０

条）

○

３ 海岸保全区域台帳の調製及

び保管（第２４条第１項）

○

４ 省

略

４ 省

略

別表第８（第４条関係）

知事の権限に属する土木部関係事務に係る特定決裁事項

別表第８（第４条関係）

知事の権限に属する土木部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類

事 項 決裁区分 組

織

名

事務の

種 類

事 項 決裁区分

知

事

専決者 知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

課

長

港

湾

海

岸

課

１ 港

湾法

の施

行に

関す

る事

務

１ 港湾計画に関すること。 港

湾

海

岸

課

１ 港

湾法

の施

行に

関す

る事

務

１ 港湾区域の認可（第４条） ○

� 策定及び変更（軽易な変

更を除く。）（第３条の３

第１項）

○

� 軽易な変更（第３条の３

第１項）

○

� 地方港湾審議会の意見聴

取（第３条の３第３項）

○

� 策定及び変更に係る国土

交通大臣への提出及び送付

（第３条の３第４項、第８

項）

○

� 概要の公示（第３条の３

第９項）

○

２ 港湾区域に関すること。

� 同意及び変更の同意（第

４条第４項、第１３項、第３３

条第２項）

○

� 届出及び変更届出の処理

（第４条第８項、第１３項、

第３３条第２項）

○

３ 港湾隣接地域の指定（第３７

条第１項、第３７条の２第２

項、第３項）

○ ２ 港湾隣接地域の指定（第３７

条の２

）

○

４ 行為を禁止する区域の指定

等（第３７条の３第１項、第２

項、第５６条の２）

○

５ 臨港地区の指定（第３８条第

１項、第３項、第８項）

○ ３ 臨港地区の指定（第３８条

）

○

６ 臨港地区内の分区の指定

（第３９条第１項）

○ ４ 臨港地区内の分区の指定

（第３９条 ）

○
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５ 臨港地区の分区内の規制

（第４０条）

○

７ 臨港地区の分区内の違反構

築物の撤去命令等（第４０条の

２第１項）

○ ６ 臨港地区の分区内の違反構

築物に対する措置（第４０条の

２ ）

○

８ 臨港地区の分区内の有害構

築物の改築命令等（第４１条第

１項）

○ ７ 臨港地区の分区内の有害構

築物の改築等（第４１条

）

○

９ 兼用工作物の工事の施行及

び費用の負担に係る協議（第

４３条の２）

○

１０ 収支報告の公表 等（第４９

条）

○

１１ 港湾台帳の調製（第４９条の

２第１項）

○

１２ 港湾区域内等における許可

を要する行為等の指定（港湾

法施行令第１４条、第１５条第３

号）

○

１３ 臨港地区内における届出を

要する廃棄物処理施設の種類

等の指定（港湾法施行令第１５

条の２、第１５条の４第１号）

○

２ 省

略

２ 省

略

３ 海

岸法

の施

行に

関す

る事

務（

他の

主管

に属

する

もの

を除

く。

）

１ 海岸保全基本計画に関する

こと。

３ 海

岸法

の施

行に

関す

る事

務

� 策定及び変更（第２条の

３第１項、第７項）

○

� 学識経験者等の意見聴取

（第２条の３第２項、第３

項、第７項）

○

� 策定及び変更に係る公表

及び主務大臣への提出（第

２条の３第６項、第７項）

○

２ 海岸保全区域の指定及び指

定の廃止並びに主務大臣への

報告（第３条第１項、第２

項、第４項）

○ １ 海岸保全区域の指定及び指

定の廃止並びに主務大臣への

報告（第３条

）

○

３ 省略 ２ 省略

４ 市町長等を海岸管理者とす

る 場 合 の 処 置（第５条 第２

項、第４項、第６項から第８

項まで）

○ ３ 市町長 を海岸管理者とす

る場合の処置（第５条

）

○

５ 行為を禁止する区域の指定

等（第８条の２第１項、第２

項、第３７条の６第１項、第２

項）

○

６ 海岸保全区域台帳の調製及 ○
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び保管（第２４条第１項）

７ 海岸保全施設の新設又は改

良に関する工事の施行の協議

（第２７条第２項）

○ ４ 海岸保全施設の新設又は改

良に関する工事の施行の承認

申請（第２７条第２項）

○

８ 市町の分担金に係る意見聴

取（第２８条第２項）

○

９ 海岸保全区域における制限

行為の指定等（海岸法施行令

第３条、第３条の２第１項第

２号、第２項）

○

４・５

省略

４・５

省略

組

織

名

事務の

種 類

事 項 決裁区分 組

織

名

事務の

種 類

事 項 決裁区分

知

事

専決者 知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

課

長

都

市

計

画

課

１～６

省略

都

市

計

画

課

１～６

省略

７ 都

市計

画法

の施

行に

関す

る事

務

１～３ 省略 ７ 都

市計

画法

の施

行に

関す

る事

務

１～３ 省略

４ 基礎調査の実施（第６条第

１項）

○

５ 基礎調査に係る関係市町へ

の資料の提出等の要求（第６

条第３項）

○

６ 基礎調査の結果の通知（第

６条第４項）

○

７ 都市計画の案の作成に係る

関係市町への資料の提出等の

要求（第１５条の２第２項）

○

８ 公聴会の開催等（第１６条第

１項、第２項）

○

９ 都市計画の案の縦覧等（第

１７条、第２１条第２項）

○

１０ 省略 ４ 省略

１１ 省略 ５ 省略

１２ 市町が定める都市計画の協

議及び同意（第１９条第３項、

第２１条第２項）

○ ６ 市町が定める都市計画の

同意（第１９条第３項

）

○

１３ 市町が定める都市計画の協

議に係る関係市町への資料の

提出等の要求（第１９条第５

項、第２１条第２項）

○

１４ 都市計画の告示等（第２０条

第１項、第２項、第２１条第２

項）

○

１５ 省略 ７ 省略

１６ 省略 ８ 省略
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１７ 省略 ９ 省略

１８ 省略 １０ 省略

１９ 省略 １１ 省略

２０ 省略 １２ 省略

２１ 省略 １３ 省略

２２ 省略 １４ 省略

２３ 都市計画施設の区域内にお

ける建築禁止区域の指定（第

５５条第１項、第４項）

○ １５ 都市計画施設の区域内にお

ける建築禁止区域の指定（第

５５条第１項 ）

○

２４ 土地の買取りの申出及び有

償譲渡の届出の相手方の指定

（第５５条第３項、第４項）

○ １６ 土地の買取りの申出及び有

償譲渡の届出の相手方の指定

（第５５条第３項 ）

○

２５ 省略 １７ 省略

２６ 都市計画事業の認可（第５９

条第１項、第４項、第５項）

○ １８ 都市計画事業の認可（第５９

条第１項、第４項 ）

○

２７ 都市計画事業の認可等に対

する用排水施設管理者等の意

見の聴取（第５９条第６項、第

６３条第２項）

○ １９ 都市計画事業の認可 に対

する用排水施設管理者等の意

見の聴取（第５９条第６項

）

○

２８ 省略 ２０ 省略

８～１５

省略

８～１５

省略

（愛媛県地方局事務決裁規程の一部改正）

第２条 愛媛県地方局事務決裁規程（昭和５５年愛媛県訓令第１０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第４（第４条関係）

局長の権限に属する産業経済部関係事務に係る特定決裁事項

別表第４（第４条関係）

局長の権限に属する産業経済部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類

事 項 決裁区分 組

織

名

事務の

種 類

事 項 決裁区分

局

長

専決者 局

長

専決者

部

長

室

長

部

長

室

長

商

工

観

光

室

１・２

省略

商

工

観

光

室

１・２

省略

３ 中

小企

業団

体の

組織

に関

する

法律

の施

行に

関す

る事

１ 協業組合に関すること。 ３ 中

小企

業団

体の

組織

に関

する

法律

の施

行に

関す

る事

１ 協業組合に関すること。

�～� 省略 �～� 省略

� 余裕金の運用方法の認可（第

５条の２３第３項、第１０１条の

３、協同組合法第５７条の５、政

令第１１条第１項）

○

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 業務等に関する不服の申出に

対する措置（第５条の２３第６

○ � 業務等に関する不服の申出に

対する措置（第５条の２３第６

○
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務 項、第１０１条の３、協同組合法

第１０４条第２項、政令第１１条第

１項）

務 項、第１０１条の３、協同組合法

第１０４条 、政 令 第１１条 第

１項）

� 業務等の検査請求に基づく検

査（第５条の２３第６項、第１０１

条の３、協同組合法第１０５条第

２項、政令第１１条第１項）

○ � 業務等の検査請求に基づく検

査（第５条の２３第６項、第１０１

条の３、協同組合法第１０５条第

１項、政令第１１条第１項）

○

� 決算関係書類の受理（第５条

の２３第６項、第１０１条の３、協

同組合法第１０５条の２第１項

、政令第１１条第１項）

○ � 決算関係書類の受理（第５条

の２３第６項、第１０１条の３、協

同組合法第１０５条の２第１項、

第２項、政令第１１条第１項）

○

� 省略 � 省略

� 業務又は会計に関する報告の

徴収及び検査（第５条の２３第６

項、第１０１条の３、協同組合法

第１０５条の３第１項、第２項、

第１０５条の４第１項、政 令 第１１

条第１項）

○ � 業務又は会計に関する報告の

徴収及び検査（第５条の２３第６

項、第１０１条の３、協同組合法

第１０５条の３第２項 、

第１０５条の４第１項、政 令 第１１

条第１項）

○

� 省略 � 省略

� 省略 � 省略

� 解散命令に代わる官報掲載

（第５条 の２３第６項、第１０１条

の３、協同組合法第１０６条第３

項、政令第１１条第１項）

○

	 省略 � 省略


 省略 � 省略

	 命令等に係る経済産業大臣へ

の 通 知（第１０１条 の２第２項、

第１０１条の３、政令第１１条第１

項）

○

２ 省略 ２ 省略

４～１４

省略

４～１４

省略

１５ 産

業活

力の

再生

及び

産業

活動

の革

新に

関す

る特

別措

置法

の施

行に

関す

る事

１ 中小企業経営資源活用計画の認

定及び変更認定（第３１条第１項、

第３２条第１項）

○ １５ 産

業活

力の

再生

及び

産業

活動

の革

新に

関す

る特

別措

置法

の施

行に

関す

る事

１ 経営資源活用新事業計画 の認

定及び変更認定（第３１条第１項、

第３２条第１項）

○

２ 中小企業経営資源活用計画の認

定及び変更認定に係る行政庁との

協議（第３１条第６項、第３２条第３

項）

○

３ 中小企業経営資源活用計画の認

定の取消し（第３２条第４項）

○ ２ 経営資源活用新事業計画 の認

定の取消し（第３２条第２項）

○

４ 事業の承継の報告の処理（第３２

条の２第２項、第３項）

○

５ 認定中小企業経営資源活用計画

の実施状況の報告の徴収（第７３条

第４項）

○ ３ 認定経営資源活用新事業計画

の実施状況の報告の徴収（第７３条

第４項）

○
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務 務

１６・１７

省略

１６・１７

省略

備考 省略 備考 省略

組

織

名

事務の

種 類

事 項 決裁区分 組

織

名

事務の

種 類

事 項 決裁区分

局

長

専決者 局

長

専決者

部

長

課

長

部

長

課

長

森

林

林

業

課

１ 省

略

森

林

林

業

課

１ 省

略

２ 森

林法

の施

行に

関す

る事

務

１～１５ 省略 ２ 森

林法

の施

行に

関す

る事

務

１～１５ 省略

１６ 保安林等に関する許可及び届出

の処理（第３４条第１項、第２項、

第８項から第１０項まで、第４４条、

森林法施行規則第２２条の８第１項

第５号から第９号まで、第２２条の

１１第１項第３号、第４号）

○ １６ 保安林 に関する許可、届出の

受理（第３４条

）

○

１７～１９ 省略 １７～１９ 省略

２０ 報告の徴収（第１８８条第１項） ○

２１ 立入調査等（第１８８条第２項、

第３項）

○

２２ 省略 ２０ 省略

２３ 保安林等に係る国の機関との協

議（森林法施行規則第２２条の８第

１項第１０号、第２２条の１１第１項第

５号）

○ ２１ 保安林 に係る国の機関との協

議（森林法施行規則第２２条の８、

第２２条の１１

）

○

３～１９

省略

３～１９

省略

備考 省略 備考 省略

（愛媛県地方局処務規程の一部改正）

第３条 愛媛県地方局処務規程（昭和５６年愛媛県訓令第４０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（地方局長に対する事務の委任）

第１３条 省略

２・３ 省略

４ 地方局長に委任する事務のうち、産業経済部に関するものは、

別に定めるものを除くほか、次に掲げるとおりとする。

�～�の２６ 省略

�の２７ 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法

第３１条第１項及び第３２条第１項の規定に基づく中小企業経営資

源活用計画の認定及び変更認定に関すること。

�の２８ 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法

第３１条第６項及び第３２条第３項の規定に基づく中小企業経営資

源活用計画の認定及び変更認定に係る行政庁との協議に関する

こと。

�の２９ 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法

第３２条第４項の規定に基づく中小企業経営資源活用計画の認定

（地方局長に対する事務の委任）

第１３条 省略

２・３ 省略

４ 地方局長に委任する事務のうち、産業経済部に関するものは、

別に定めるものを除くほか、次に掲げるとおりとする。

�～�の２６ 省略

�の２７ 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法

第３１条第１項及び第３２条第１項の規定に基づく経営資源活用新

事業計画 の認定及び変更認定に関すること。

�の２８ 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法

第３２条第２項の規定に基づく経営資源活用新事業計画 の認定
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の取消しに関すること。

�の３０ 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法

第３２条の２第２項及び第３項の規定に基づく事業の承継の報告

の処理に関すること。

�の３１ 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法

第７３条第４項の規定に基づく認定中小企業経営資源活用計画の

実施状況の報告の徴収に関すること。

�の３２ 省略

�の３３ 省略

�の３４ 省略

�～�の３２ 省略

�の３３ 中小企業団体の組織に関する法律第５条の２３第３項にお

いて準用する中小企業等協同組合法第５７条の５の規定に基づく

余裕金の運用方法の認可に関すること（主たる事務所が地方局

の所管区域内に存する協業組合に係るものに限る。）。

�の３４ 省略

�の３５ 省略

�の３６ 省略

�の３７ 中小企業団体の組織に関する法律第５条の２３第６項にお

いて準用する中小企業等協同組合法第１０４条第２項の規定に基

づく業務等に関する不服の申出に対する措置に関すること（主

たる事務所が地方局の所管区域内に存する協業組合に係るもの

に限る。）。

�の３８ 中小企業団体の組織に関する法律第５条の２３第６項にお

いて準用する中小企業等協同組合法第１０５条第２項の規定に基

づく業務等の検査請求に基づく検査に関すること（主たる事務

所が地方局の所管区域内に存する協業組合に係るものに限

る。）。

�の３９ 中小企業団体の組織に関する法律第５条の２３第６項にお

いて準用する中小企業等協同組合法第１０５条の２第１項

の規定に基づく決算関係書類の受理に関すること（主たる

事務所が地方局の所管区域内に存する協業組合に係るものに限

る。）。

�の４０ 省略

�の４１ 中小企業団体の組織に関する法律第５条の２３第６項にお

いて準用する中小企業等協同組合法第１０５条の３第１項及び第

２項並びに第１０５条の４第１項の規定に基づく業務又は会計に

関する報告の徴収及び検査に関すること（主たる事務所が地方

局の所管区域内に存する協業組合に係るものに限る。）。

�の４２ 省略

�の４３ 省略

�の４４ 中小企業団体の組織に関する法律第５条の２３第６項にお

いて準用する中小企業等協同組合法第１０６条第３項の規定に基

づく解散命令に代わる官報掲載に関すること（主たる事務所が

地方局の所管区域内に存する協業組合に係るものに限る。）。

�の４５ 省略

�の４６ 省略

�の４７ 省略

�の４８ 省略

の取消しに関すること。

�の２９ 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法

第７３条第４項の規定に基づく認定経営資源活用新事業計画 の

実施状況の報告の徴収に関すること。

�の３０ 省略

�の３１ 省略

�の３２ 省略

�～�の３２ 省略

�の３３ 省略

�の３４ 省略

�の３５ 省略

�の３６ 中小企業団体の組織に関する法律第５条の２３第６項にお

いて準用する中小企業等協同組合法第１０４条 の規定に基

づく業務等に関する不服の申出に対する措置に関すること（主

たる事務所が地方局の所管区域内に存する協業組合に係るもの

に限る。）。

�の３７ 中小企業団体の組織に関する法律第５条の２３第６項にお

いて準用する中小企業等協同組合法第１０５条第１項の規定に基

づく業務等の検査請求に基づく検査に関すること（主たる事務

所が地方局の所管区域内に存する協業組合に係るものに限

る。）。

�の３８ 中小企業団体の組織に関する法律第５条の２３第６項にお

いて準用する中小企業等協同組合法第１０５条の２第１項及び第

２項の規定に基づく決算関係書類の受理に関すること（主たる

事務所が地方局の所管区域内に存する協業組合に係るものに限

る。）。

�の３９ 省略

�の４０ 中小企業団体の組織に関する法律第５条の２３第６項にお

いて準用する中小企業等協同組合法第１０５条の３第２項及び

第１０５条の４第１項の規定に基づく業務又は会計に

関する報告の徴収及び検査に関すること（主たる事務所が地方

局の所管区域内に存する協業組合に係るものに限る。）。

�の４１ 省略

�の４２ 省略

�の４３ 省略

�の４４ 省略

�の４５ 省略

�の４６ 中小企業団体の組織に関する法律第１０１条の２第２項の

規定に基づく命令等に係る経済産業大臣への通知に関すること

（主たる事務所が地方局の所管区域内に存する協業組合に係る

ものに限る。）。

�の４７ 省略
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�の４９ 省略

�の５０ 省略

�の５１ 省略

�の５２ 省略

�の５３ 省略

�の５４ 省略

�の５５ 省略

�の５６ 省略

�の５７ 省略

�の５８ 省略

�の５９ 省略

�の６０ 省略

�の６１ 省略

�の６２ 省略

�の６３ 省略

�の６４ 省略

�の６５ 省略

�の６６ 省略

�の６７ 省略

�の６８ 省略

�の６９ 省略

�の７０ 省略

�の７１ 省略

�の７２ 省略

�の７３ 省略

�の７４ 省略

�の７５ 省略

�の７６ 省略

�の７７ 省略

�～�の４ 省略

� 森林法第３４条第１項及び第２項（これらの規定を同法第４４条

において準用する場合を含む。）の規定に基づく許可並びに同

法第３４条第８項及び第９項（これらの規定を同法第４４条におい

て準用する場合を含む。）の規定に基づく届出の処理に関する

こと。

�～�の３ 省略

�の４ 森林法施行規則第２２条の８第１項第５号から第９号まで

並びに第２２条の１１第１項第３号及び第４号の規定に基づく立木

の伐採等の届出の受理に関すること。

� 森林法施行規則第２２条の８第１項第１０号又は第２２条の１１第１

項第５号の規定に基づく保安林等に係る国の機関との協議に関

すること。

�～	 省略

５・６ 省略

（地方局長の専決事項）

第１４条 省略

２～４ 省略

５ 地方局長の専決処理すべき事項のうち、産業経済部に関する事

項は、次に掲げるとおりとする。


～�の１４ 省略

�の１５ 森林法第１８８条第１項の規定に基づく報告の徴収に関す

ること。

�の１６ 森林法第１８８条第２項及び第３項の規定に基づく立入調

�の４８ 省略

�の４９ 省略

�の５０ 省略

�の５１ 省略

�の５２ 省略

�の５３ 省略

�の５４ 省略

�の５５ 省略

�の５６ 省略

�の５７ 省略

�の５８ 省略

�の５９ 省略

�の６０ 省略

�の６１ 省略

�の６２ 省略

�の６３ 省略

�の６４ 省略

�の６５ 省略

�の６６ 省略

�の６７ 省略

�の６８ 省略

�の６９ 省略

�の７０ 省略

�の７１ 省略

�の７２ 省略

�の７３ 省略

�の７４ 省略

�の７５ 省略

�の７６ 省略

�～�の４ 省略

� 森林法第３４条第１項

の規定に基づく許可及び同条

の規定に基づく届出の受理に関する

こと。

�～�の３ 省略

� 森林法施行規則第２２条の８第１項第１０号又は第２２条の１１第１

項第５号の規定に基づく保安林 に係る国の機関との協議に関

すること。

�～	 省略

５・６ 省略

（地方局長の専決事項）

第１４条 省略

２～４ 省略

５ 地方局長の専決処理すべき事項のうち、産業経済部に関する事

項は、次に掲げるとおりとする。


～�の１４ 省略
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公営企業告示

査等に関すること。

�～� 省略

６～９ 省略

�～� 省略

６～９ 省略

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

�愛媛県公営企業告示第８号
次のとおり落札者を決定した。

平成２３年１２月９日

愛媛県公営企業管理者 三 好 大三郎

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

医療機器（透析システム及び透析関
連機器 １式）の購入（愛媛県立新
居浜病院）

愛媛県公営企業管
理局総務課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

平成２３年１１月２５日
�エヒメ医療器
愛媛県松山市立花六丁
目１番１号

８５，８３７，５００円 一般競争入札 平成２３年１０月１１日

平成２３年１２月９日 発行
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